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１ 賃上げ環境の整備等

１ 地方版政労使会議の開催等、賃上げに向けた機運の醸成 Ｐ7

2

上期における実施状況
○賃上げの流れが持続するよう、地方版政労使会
議（いわて働き方改革推進協議会）について、岩
手県や労使団体を始めとする構成員と協議を行い、
岩手県の「いわてで働こう推進協議会」と同日に
開催する方針で準備を進めた。

下期への対応
○地域の政労使の代表者や岩手県の協力を得て、
令和８年２月に地方版政労使会議を開催し、賃上
げに向けた機運の醸成を図っていく。

日時：令和７年２月１０日 場所：岩手県教育会館 多目的ホール



１ 賃上げ環境の整備等

２ 賃金の引上げに向けた環境づくり及び中小・小規模事業者への支援等 Ｐ7~8
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上期における実施状況
○具体的申請方法を解説するため、助成金の岩手
労働局独自のリーフレットを作成した他に、事業
所対象の各種セミナー開催時に周知を図った。
○署所の職員にも周知をし、事業主との相談でも
支援ツールとして紹介するよう促した。
○DMを約1900社に発送し、制度周知を図った。

下期への対応
○働き方改革推進支援センターと連携して、沿
岸・県北地域を重点的に各地域にて活用促進のセ
ミナーを実施予定。各社の状況に合わせた環境づ
くりのために、きめ細やかな対応を同センターと
進めていく。

業務改善助成金申請状況

（参考）令和6年度計令和6年９月末令和7年９月末

282142106交付申請件数

2407460交付決定件数

（１）賃金の引上げに向けた環境づくり及び中小・小規模事業者への支援等
●岩手県・岩手労働局における事業主

に対する支援策について（ﾘｰﾌﾚｯﾄ）
（R７年１０月改訂版）

●業務改善助成金（R7年9月改訂版）



１ 賃上げ環境の整備等

２ 賃金の引上げに向けた環境づくり及び中小・小規模事業者への支援等 Ｐ8
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（２）同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の賃上げ等

➢ 監督署から提供された情報を中心にパートタイム・有期
雇用労働法に基づく報告徴収、集団的報告徴収の実施や、
基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な場合に点検要請
を実施。

相談を希望された方などへの窓口相談、個別訪問支援等、
岩手働き方改革推進支援センターによるきめ細かな支援。

➢ 労働者派遣法に基づく労使協定書の点検等
労働者派遣法の規定に基づく派遣労働者に係る労使協定

については、派遣労働者の待遇に直接関わることから、派
遣元事業主から直接提供された労使協定書について遵守状
況の点検を実施。

●パートタイム・有期雇用労働法に基づ
く行政指導状況（9月末現在）

助言件数内 容

159事業主等に対する援助

25 措置内容説明

24短時間・有期雇用管理者

14文書交付

18転換措置

14不合理禁止

31その他

285合 計

上期における実施状況

○処遇改善に向けて取り組む事業主に対し、岩手働き方

改革推進支援センターによる相談の受付、セミナーの

開催、事業場訪問によるコンサルティングの実施など

幅広い支援を実施。

○非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組んだ

事業主に対して、キャリアアップ助成金の利用を勧奨。

○派遣元事業主提出の労使協定書の点検数：１８件

下期への対応

○引き続きパートタイム・有期雇用労働法に関する違反企業
を把握した場合には、適切な是正指導を行う。

○岩手働き方改革推進支援センター事業については、セミ
ナーの実施や業種別団体や事業場訪問に対する継続的な
支援及び事業主からの相談へのフォローアップなど引き
続ききめ細やかな支援による活動を展開する。

○労使協定書における法令等遵守状況の点検結果に基づき、
事業主指導を実施する。



１ 賃上げ環境の整備等

３ 最低賃金制度等の適切な運営 Ｐ8 ~9
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上期における実施状況

〇最低賃金審議会の運営に当たり、公労使の議論を深められる
よう積極的に情報収集を行い、審議会委員に対して提供を行
うなど最低賃金審議会の円滑な審議運営に努めた。なお、審
議会は例年にない審議に時間を要したことから、日程調整
等に当たっては、１人でも多くの委員が出席できる日程の
調整に努めた。

〇県内全33市町村に対し、あらかじめ市町村広報誌への掲載
枠の確保について依頼した。ポスター及び各種リーフレッ
トは、１０月に本省から送付される予定のため、下期の取
り組みとした。

下期への対応

〇特定(産業別)最低賃金の審議についても、経済動向及び地
域の実情などを踏まえた調査審議が円滑に行われるよう、
積極的に情報収集を行い、審議会委員に対して提供を行う。

〇ポスター及び各種リーフレットを送付し、県内全市町村、
行政機関、商工団体、労働者団体、使用者団体、事業者団
体及び教育機関等に広報依頼を行うとともに、メディアを
活用した新たな広報手段による広報を行う。

〇最低賃金の履行確保を図るため、令和８年１月から３月ま
での間に最賃監督を実施する。



１ 賃上げ環境の整備等

Ｐ7~15
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３ 最低賃金制度等の適切な運営 Ｐ８～９

上期における実施状況

〇家内労働委託者あて「家内労働の
しおり」及び「安全衛生の好事例
集」を送付し、家内労働手帳の交付
など家内労働を委託する際に必要な
手続き、災害防止対策について周知
を図った。

〇家内労働委託者あて「岩手の最低
工賃(最低工賃金額表)」を送付し、
岩手県既製洋服製造業最低工賃
（令和4年6月1日改正）及び岩手
県電気機械器具製造業最低工賃
（令和７年6月1日改正）について、
周知広報を行った。

下期への対応

〇「岩手県既製洋服製造業最低工賃」の改正決定に係る諮問を行い、具体的な調査審議を行う「最
低工賃専門部会」においては、適切な資料や情報提供を行う等円滑な部会運営に努める。

〇委託者に対し、家内労働手帳の交付、委託条件の明確化、危害防止措置の徹底等について、監督指導等
機会あるごとに制度の指導・周知を行う。



２ 多様な人材の活躍促進

１ 女性活躍の推進 Ｐ9
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上期における実施状況
○一般事業主行動計画届出について、常用労働者101人

以上の事業所に対し個別の働きかけを行い、本年度に
おいては届出率100％を達成している。

○男女の賃金差異の公表について、常用労働者301人以
上の事業所に対し個別の働きかけを行い、本年度におい
ては公表率97.1％となっている。

●女性活躍推進法の施行状況（9月末）
■一般事業主行動計画届出状況

届出数企 業 規 模

442社（届出率100%）101人以上（義務）

247社（前年同期237社）100人以下（努力義務）

■認定状況【えるぼし】
認定数（累計）企 業 規 模

２社（25社）101人以上

0社（11社）100人以下

■認定状況【プラチナえるぼし】

認定数（累計）企 業 規 模

0社（1社）101人以上

0社（0社）100人以下

●男女雇用機会均等法に基づく行政指導状況（9月末）

助言件数内 容

24ポジティブ・アクション助言

助言件数内 容

０募集・採用

0セクシャルハラスメント

1その他

1合 計

■男女賃金差異の情報公表

公表数企 業 規 模

105社（公表率97.1％）301人以上（義務）

（１）女性活躍推進に向けた取組の推進等

下期への対応
○引き続き、令和7年6月に公布された女性活躍推進法の

改正に関する周知を行う。

○賃金差異の公表（常用労働者301人以上の事業所）に

ついて、全ての事業所で公表するするよう働きかける。

〇引き続き男女雇用機会均等法に関する違反企業を把握

した場合には、適切な是正指導を行う。

えるぼし認定マーク



２ 多様な人材の活躍促進

１ 女性活躍の推進 Ｐ9
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上期における実施状況
○個別支援の実施や事業所見学会等重点支援対象者のニ

ーズに沿った支援を重点的に実施し、好評を得ている。

○ＬＩＮＥ等SNSを活用した情報発信に努めている。

友だち登録者数:8,700余人(7年9月末現在)

※令和6年度末から2千人余増加。

下期への対応
○SNSやホームページ等による情報発信力をさらに高め

、潜在的な求職者への働きかけを強めていく。

○引き続き市町村の子育て関連機関と連携を図り、ニー

ズを捉えた必要な支援を図っていく。

（２）ハローワークのマザーズコーナー等による子育て中の女性等に対する就職支援

○マザーズコーナーの事業実績(9月末日現在)

就職件数相談件数新規求職者数

444件3,808人1,073人

※盛岡、宮古、一関、水沢、北上の各ハローワークの合算値

○重点支援対象者に関する取組状況(9月末日現在)

○仕事と子育てが両立しやすい求人開拓状況(9月末日現在)

就職率就職件数支援対象者数

98.4％
【96.9%以上】

505人513人

※重点支援対象者:早期就職を希望する者及び自治体からの誘導者等

開拓求人数開拓求人件数

4,011人
【7,910人】

2,732件

※仕事と子育てが両立しやすい求人:残業なし、土日祝休み、子育て支援
サービスあり等両立しやすい求人

※「就職件数」は、支援対象期間(原則3か月以内)終了後6か月以
内に就職した者



助言件数内 容

0育児休業

30子の看護休暇

24所定外労働の制限

０雇用環境整備

7休業期間等の通知

1
個別周知・意向確（休
業）

0その他

62合 計

助言件数内 容

37職場家庭両立推進者

助言件数内 容

0介護休業

26介護休暇

31雇用環境整備

0勤務時間短縮等措置

1情報提供

0その他

58合 計

２ 多様な人材の活躍促進

２ 仕事と育児・介護の両立支援 Ｐ9～10
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（１）男女とも仕事と育児・介護を両立しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援

●育児・介護休業法に基づく行政指導状況（9月末）

■育児関係 ■介護関係
（参考）
令和6年度計

令和6年
9月末

令和7年
9月末

申請
受理
件数

申請
受理
件数

申請
受理
件数

26339141719出生時両立
支援コース

9510037514140育児休業等
支援コース

3300722
育休中等
業務代替
支援コース

000011
柔軟な働き方
選択制度等
支援コース

121551653介護離職防止
支援コース

111100不妊治療両立
支援コース

●両立支援助成金申請状況
○育児・介護休業法改正の周知(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ)

上期における実施状況
○令和7年4月1日から段階的に施行されている改正育児

・介護休業法について、労働局主催の説明会（オンラ
イン）や各団体が主催する研修会等で積極的に周知
を行った。

○両立支援助成金の活用について、機会を捉え周知を行

った。

下期への対応
○育児・介護休業法に関する違反企業を把握した場合には、

適切な是正指導を行うとともに、引き続き、改正育児・
介護休業法の周知を行う。

○両立支援等助成金を活用を通して、両立支援制度の促

進を図る



２ 多様な人材の活躍促進

２ 仕事と育児・介護の両立支援 Ｐ9～10
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（２）次世代育成支援対策の推進等

●次世代育成支援対策推進法の施行状況（９月末）

■一般事業主行動計画届出状況

届出数企 業 規 模

442社（届出率100%）101人以上（義務）

721社（前年同期742社）100人以下（努力義務）

■認定状況【くるみん】
認定数(累計）企 業 規 模

５社（40社）101人以上

0社（20社）100人以下

■【プラチナくるみん】
認定数（累計）企 業 規 模

0社（3社）101人以上

0社（0社）100人以下

■くるみん認定式の様子

■【くるみんプラス】

認定数(累計）企 業 規 模

1社（1社）101人以上

1社（2社）100人以下

■【プラチナくるみんプラス】
認定数（累計）企 業 規 模

0社（1社）101人以上

0社（0社）100人以下

上期における実施状況
○関係団体が発行する広報誌等において、 「くるみん」、

「くるみんプラス」等の基準見直しの周知、認定企業の取組
内容等の周知を行った。

○一般事業主行動計画届出について、常用労働者101人以上の
事業所に対し個別の働きかけを行い、本年度においては届出
率100％を達成している。

下期への対応

○一般事業主行動計画届出時等、機会を捉え、改正次世

代法の周知を行う。

○引き続き「くるみん」、「くるみんプラス」等の基準

見直しの周知、認定制度のさらなる利用の促進を図る。

くるみん認定マーク



２ 多様な人材の活躍促進

３ 中高年層、若者等労働者への支援 Ｐ10
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下期への対応

○関係機関と連携を図りながら、SNS等をさらに活用した支援サ
ービスの発信を図り、利用者の拡大に繋げる。
○就職面談会の開催や歓迎求人のさらなる確保等により、ニー
ズに沿った個別支援を図っていく。
○協議会の開催に向けて、構成員と調整を図っていく。

上期における実施状況
○令和7年4月に切れ目のない支援を図るため、ハローワーク盛
岡菜園庁舎に「35歳からの就職応援コーナー」を設置し、伴
奏型支援を実施している。
○リーフレットの作成やSNSによる情報発信を図り、コーナーの認
知度向上に努めている。

○令和2年より「いわて就職氷河期世代活躍支援プラット
ホーム」で取組んだ支援を継承し、いわて中高年世代活躍
応援プロジェクト協議会(仮称)への改組により継続支援の
準備を行った。

（１）中高年層への活躍支援
○氷河期世代を含む中高年層の不安定就労者等の正社員就職件数実績(8月末日現在)

進捗率実績

38.9%532人
【1,368人】



２ 多様な人材の活躍促進

３ 中高年層、若者等労働者への支援 Ｐ11
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下期への対応
○ユースエール認定企業の新規認定の促進を図るため、

業界団体や既認定企業への働きかけを強めていく。

○主に高校生内定者に向けて、職場環境に馴染むための

セミナーを開催する。

○就職未内定者に対する支援を集中的に実施する。

○引き続き、若者サポートステーションの適切な運営に

努める。

上期における実施状況
○自治体等と連携し、情報交換会や事業所見学会等を開

催し、地元就職の促進を図っている。

○中小企業の人材確保を促進するため、ユースエール認

定企業を当局HP等の媒体で積極的な広報を図っている。

○大学へ職員派遣し、アウトリーチ型支援を実施している。

○15歳から49歳までのお仕事をされていない方等とじっ

くりと向き合い、「働き出す力」を引き出す、委託事業

としての若者サポートステーション事業の運営を図った。

（３）新規学卒等への支援
○新規学卒者等への支援

県内就職割合県内就職者数就職希望者数令和7年3月高
校卒業者の県
内就職割合

70.8％
【73.6%】

1,485人2,058人

認定企業数
(9月末日現在)

新規認定数既認定数
(令和6年度末)

ユースエール
認定企業
の状況 31社10社22社

○ユースエール認定企業

※ユースエール認定企業:若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状
況などが優良な中小企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。

※更新審査において、要件を満たさなくなった企業が社発生した。

○地域若者サポートステーションにおける就労自立支援

就職等者数新規登録者数

105人
【190人】

173人
【260人】



２ 多様な人材の活躍促進

４ 高齢者、障害者、外国人労働者に対する支援 Ｐ11～12

13

下期への対応

○生涯現役支援窓口（盛岡、一関、水沢）において引き続き
重点的なマッチング支援を行う。
○上期に引き続き多様な就業ニーズに応えるため「高年齢者求
職者向け就職支援セミナー」及び就職面談会」を開催するとと
もに、求人者に対する高年齢者雇用への理解促進を図っていく。

上期における実施状況

○生涯現役支援窓口（盛岡、一関、水沢）におけるマッチング
支援を実施した。 （65歳以上の就職件数204件：
就職率 91.9％ 【年間目標：86.9％】）
○多様な就業ニーズに応えるため、「高年齢者求職者向け就職
支援セミナー」（12回開催、174名参加）及び「就職面談会」
を開催（10回開催、求職者156名、28事業所参加）してお
り、目標達成に寄与している。

（１）高齢者の就労・社会参加の促進



２ 多様な人材の活躍促進

４ 高齢者、障害者、外国人労働者に対する支援 Ｐ1２

14

上期における実施状況
〇関係機関との企業向けチーム支援を実施した。９月末現

在①27社（②うちゼロ企業15社）③新たに障害者を雇用
した企業17社【①50社②30社③30社】

〇公務部門においては、法定雇用率未達成の８機関のうち
９月末現在で４機関達成した。

〇精神・発達障害者雇用サポーターの支援終了者68人のう
ち9月末までに48人が就職した。就職率70.6％

【75.6％】
〇難病患者就職サポーターの支援終了者20人のうち９月末

までに18人が就職した。就職率90.0％【69.3％】

（２）障害者の就労促進

公的機関における雇用状況（令和6年6月1日現在）

・県、市町村の機関（法定雇用率2.8％）

実雇用率

（全国）

3.05%

2.75%

・県等の教育委員会（法定雇用率2.7％）

実雇用率

（全国）

2.43%

3機関 75.0%

機関数 算定基礎職員数 障害者雇用数 実雇用率
法定雇用率

達成機関数

14,733.0人 421.0人 2.86% 41機関

法定雇用率

達成機関割合

岩手県 4機関 9,818.5人 272.0人 2.77%

87.2%

機関数 算定基礎職員数 障害者雇用数 実雇用率
法定雇用率

達成機関数
法定雇用率

達成機関割合

市町村の

機関
47機関

50.0%
岩手県

盛岡市
2機関 9,031.0人 225.0人 2.49% 1機関

※民間企業の法定雇用率は2.5％

下期における実施状況

〇障害者ゼロ企業へ障害者雇用について理解を得るため訪
問指導をねばり強く行い、企業向けチーム支援について説
明し、不足数解消に向け積極的に支援する。

〇公務部門未達成４機関に加え、今年度の報告により新た
に把握した８機関に対し、早期達成に向けた訪問指導等を
実施する。

〇各サポーターの支援内容について引き続き周知する。



２ 多様な人材の活躍促進

４ 高齢者、障害者、外国人労働者に対する支援 Ｐ12～13

15

上期における実施状況
○ハローワーク職員による外国人雇用事業所訪問、雇用

管理改善に関する指導を行った。（117事業所）

○外国人雇用啓発月間（６月）において、事業所・監理

団体等に対して外国人雇用に関するルールの周知・

啓発を行った。（58事業所等）

（３）外国人労働者に対する支援

下期への対応
○育成就労制度への移行が見込まれることを踏まえ、ハ

ローワーク職員による外国人雇用事業所に対する外国

人雇用状況届の確実な提出及び雇用管理改善に関する

継続的な指導援助のほか外国人雇用管理アドバイザー

（委嘱）による訪問支援を行う。

出所：岩手労働局公表資料



２ 多様な人材の活躍促進

５ 人手不足への対応等 Ｐ13

16

下期への対応
○11月11日の「介護の日」を中心に、福祉人材センター

等関係機関と連携し、集中的な取組を実施する。
○業界団体と連携したマッチングイベント、地域特化型就

職相談会を開催し、求人充足に努める。
○求職者マイページやインスタ等の広報手段を最大限

活用し、潜在的求職者へのすそ野を広げ、サービス
内容の周知 啓発を図る。

〇介護分野の主な未充足求人に対して、訪問等による集中
的な支援を実施する。

上期における実施状況
○ハローワーク盛岡に設置している「人材確保対策コー
ナー」において、分野ごとの相談会を開催し、求人充足
促進に努めている。
○介護・看護分野を中心に地域の要望を取り入れ、地域
特化型就職相談会等を実施し、求人者および求職者から
好評を得ている。
○年度前半に医療、介護分野の主な未充足求人に対して、
訪問等による集中的な支援を実施した。
○ＬＩＮＥを活用して、迅速な情報提供に努めている。

（１）人手不足分野の人材確保

実 績

280人医療分野

922人介護分野

139人保育分野

325人建設分野

204人警備分野

606人運輸分野

2,476人
【5,675人】

計

○分野別就職状況（9月末日現在）



２ 多様な人材の活躍促進

５ 人手不足への対応等 Ｐ14

17

下期への対応

上期における実施状況

○雇用対策協定の締結地域ごとの雇用対策協定運営協議会
において、事業計画を策定し、地域のニーズや課題の把
握に努めている。

○岩手県総合就業支援拠点一体的運営協議会において、前
年度の実績を踏まえて、令和７年度の事業計画を協議し
目標値を設定した。利用者の相談内容を把握し、国と地
方公共団体相互の施設への適切な案内・誘導を行った結
果、令和７年９月末現在で、主要目標を上回っている。
就職率県央40.8％、県南40.9％【36.8％】

（４）自治体との連携による雇用対策の推進

○雇用対策協定の未締結の地域については、地域のニーズ
を把握しながら、締結に向けたアプローチを行う。

○国と地方公共団体それぞれの役割と強みを生かし、より
緊密な連携の下、目標達成に向けて進捗管理をする。

早野
補佐

雇用対策協定とは

一体的実施事業とは

雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域等による、地域の
特性を生かした「魅力ある雇用」の維持・確保等を図るための創意工夫ある
取組を支援している。

○地域雇用活性化推進事業実施地域

岩手県（H26.3)

北上市（H28.3)

久慈市（R5.3)

一関市及び平泉町（R5.3）

奥州市（R6.3)

金ケ崎町（R6.3)

地域雇用活性化推進事業とは

希望する自治体において、国が行う無料職業紹介等と自治体が行う業務を
一体的に実施する事業で、一般型は岩手県【県央（盛岡市）・県南（奥州
市）】と、生保型は盛岡市と協定を締結し、連携して施設を運営している。

国と自治体が、地域の課題に対する共通認識を持ち、「役割分担」「連携
方法」等を明確化し、連携して雇用対策に取り組むため、雇用対策協定を締
結している。

○雇用対策協定締結地域（締結日）

二戸地域



２ 多様な人材の活躍促進

５ 人手不足への対応等 Ｐ14

18

下期への対応

引き続き啓発を図るため、計画に沿って周知
徹底を行うこととしている。

上期における実施状況
周知指導対応の進捗率については上記のとおり。

その他、セミナーによる関係者等への周知については次のとおり。

・事業所対象合同セミナー（7月実施）・・・・・・・・65社参加

・求職者対象ハローワークセミナー（8月実施）・・・・41名参加

進捗
率

対象事業者数

4 1
9 30

計画数
（年間）

51.9
％

1427新規許可・更新時
（来局：通年）

100.0
％

1818事業報告提出指導時
（郵送：5月）

61.5
%

2439定期指導時
（訪問：通年）

（５）雇用仲介事業者への対応
○職業紹介事業者等への法令遵守の徹底

お祝い金等の提供禁止等にかかる法令遵守（※）において、
郵送の他、計画的に事業者を訪問、または来局時に対面し、
直接説明するなど周知を徹底した。

※ 職業安定法施行規則及び指針の改正により、令和７年１月１日から転職勧
奨禁止及びお祝い金等の提供禁止が職業紹介事業者の許可条件に追加され、
令和７年４月１日からは、募集情報提供事業者が労働者に金銭等を提供する
ことが原則禁止となった。



２ 多様な人材の活躍促進

６ リ・スキリングによる能力向上支援 Ｐ14～15

19

下期への対応上期における実施状況

（１）地域のニーズに応じた職業訓練の実施、活用促進

公的職業訓練
就職率

公的職業訓練
定員充足率

  令和７年度
（４月～９月）

実践コース

ｰ ％

【63％】 

基礎コース

ｰ ％

【58％】 

８０．４％
【６６．７％】 求職者支援訓練 

ｰ ％
【７５．０％】  

８１．１％
【８０．４％】 委託訓練 

８３．０％
【８２．５％】  

６６．１％
【７３．１％】 施設内訓練 

○引き続き、ハローワークの相談窓口、就職関係の各種機関
の窓口、ＳＮＳ等を活用して職業訓練の魅力を発信し職業訓
練受講生の確保につなげていく。

○前年度より求職者が減少傾向にある中で職業訓練受講生
の確保や利用者拡大を図るため、ハローワーク利用者以外
の方々への周知を図ることを目的とした施設見学会を実施
し、若者サポートステーション、ジョブカフェ、生活困窮
者支援窓口等の担当者74名が参加した。 ○教育訓練給付制度の拡充に伴う需要の増加やニーズを把握

し、キャリア形成・リスキリング支援センターと労働局・ハ
ローワークとの情報共有・連携強化により支援対象者の拡充
を図る。

キャリア形成・リスキリング支援センター・相談コーナーの
キャリアコンサルティング実施状況

１９６件（１３７件）令和７年度（４月～９月）

【 】は今年度目標値

○ハローワークの職業相談窓口、教育訓練給付金申請窓口に
おいてキャリア形成・リスキリング支援センターを活用した
継続的な相談支援事業の周知を行った。

（ ）は前年度同期

◇ポケットティッシュによる広報 ◇ポリテクセンター岩手見学会

※対象年度に開講したコースの状況。
就職率は訓練終了後３ヶ月経過後の状況。



3 職場環境改善に向けた取組

１ 総合的ハラスメント対策の推進 Ｐ15～16

20

（１）総合的なハラスメント対策の推進

●男女雇用機会均等法に関する相談状況（９月末現在）

令和６年度

(件数)

令和７年度

(件数)
内 容

4261セクシュアルハラスメント

177妊娠・出産等ハラスメント

5968合 計

●育児・介護休業法に関する相談状況（９月末現在）
令和６年度

(件数)

令和７年度

(件数)
内 容

158育児ハラスメント

30介護ハラスメント

188合 計

●労働施策総合推進法に関する相談状況（９月末現在）

令和６年度

(件数)

令和７年度

(件数)
内 容

541520パワハラ防止措置

177その他（相談不利益含）

558527合 計

上期における実施状況

〇労働局及び各監督署に設置している「総合労働相談コー

ナー」に寄せられた各種ハラスメントに関する相談に対し

適切に対応するとともに事業所訪問において法に基づく

ハラスメント防止措置をするよう助言・指導を実施した。

○カスタマーハラスメント防止対策として、ウェブサイト

「明るい職場応援団」の研修動画の活用や各種リーフ

レットを配布するなど、機会を捉え周知を行った。

下期への対応

○職場におけるハラスメント撲滅の機運醸成を目的として、

12月の「職場のハラスメント撲滅月間」において集中的

な周知啓発を行う。

〇引き続きハラスメント防止措置に関する違反企業を把握

した場合には、適切な是正指導を行う。

○各種会合等、機会を捉え、カスタマーハラスメント対策

の推進について周知を図る。



3 職場環境改善に向けた取組

１ 総合的ハラスメント対策の推進 Ｐ15～16

21

上期における実施状況

〇労使双方からの相談に対し、紛争解決のためのアドバイ
スや、適切な機関への案内を行った。

〇労使双方からの相談内容により、助言・指導制度やあっ
せん制度等を活用し、紛争解決を行った。

〇労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会を
開催し、関係機関との連携を確認した。

下期への対応

〇労使双方からの相談に対し、紛争解決のためのアドバイ
スや、適切な機関への案内を行う。

〇労使双方からの相談内容により、助言・指導制度やあっ
せん制度等を活用し、紛争解決を行う。

〇関係機関と連携し、合同労働相談会を開催する。

（４）総合労働相談に対する適切な対応

●個別労働関係紛争に関する相談内容の傾向（９月末現在） ●助言・指導及びあっせん状況（9月末現在）
令和６年度

(件数)

令和７年度

(件数)
内 容

2928助言・指導

1711あっせん
442（18%）

342（14%）

274（11%）

210（8%）168（7%）67（3%）

51（2%）

56（2%）

856(35%)

令和７年度

いじめ・嫌がらせ 解雇 退職勧奨 労働条件引下げ 雇用管理改善 懲戒処分 雇止め その他

445（18%）

403（16%）

240（10%）

185（7%）192（8%）
125（5%）

74（3%）

104（4%）

705（29%）

令和６年度



3 職場環境改善に向けた取組

２ 安全で健康に働くことができる環境づくり Ｐ16～22

22

（１）長時間労働の抑制

●上期の監督実績 （9月末） ●支援業務 （9月末）

上期における実施状況

○ 令和７年度は、表のとおり長時間労働が疑われる事
業場に対して監督指導を実施した。

○ 労災請求が行われた事業場に対して監督指導を実施
した。

○ 荷主対策チームにおいて、発着荷主等への要請を
行った。

○ 時間外労働の上限規制適用猶予業種等に対して、支
援業務を行った。

○ 監督指導において、年次有給休暇の取得促進等につ
いて確認を行い必要な指導を行った。

○ 36協定届出事業場に対する窓口指導のほか、36協
定未届事業場等に対する監督指導等を実施した。

下期への対応

〇 引き続き、長時間労働が疑われる事業場、労災請求が行われ
た事業場に対する監督指導、年次有給休暇の取得促進等に係
る指導を実施するほか、36協定届出事業場等に係る窓口指導
等を実施する。

○ 引き続き、発着荷主等への要請を行う。

○ 自動車運転者、医師、建設業等に係る時間外労働の上限規制
の適用の周知については、引き続き、「労働時間相談・支援
班」等による積極的な訪問支援や集中的な説明会等を引き続
き実施する。

○ 11月の過労死等防止啓発月間には、過重労働が疑われる事
業場に対する監督指導、労働局長によるベストプラクティス
企業訪問、過労死等防止対策推進シンポジウム（11/6）、全
国一斉過重労働解消相談ダイヤル（11/1）等を実施する。

違反率違反件数監督件数

70.5％446633全 体

83.5％86103長時間労働対策

50.0％36労災請求

60.1%95158労働条件確保対策

回数

101支援業務

54発荷主要請

38着荷主要請

0元請運送事業者要請



3 職場環境改善に向けた取組
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上期における実施状況

○ 基本的な労働条件確保に向けた監督指導を実施した。

○ 外国人・技能実習生、自動車運転者等、特定分野におけ
る労働条件確保対策に向けた監督指導を実施した。

○ 工場、建設現場等における機械・設備や化学物質、作業環境
等の安全衛生対策の状況を主眼にした監督指導を実施した。

○ パートナーシップパッケージに基づいて、賃金引上げに向
けた環境整備、「買いたたき」等が疑われる事案に係る通報
制度の周知等を行った。

○ 学生を対象とした労働法令セミナーを実施した。（上半
期２回実施）

下期への対応

○ 引き続き、特定労働分野を含め、中小企業のおかれた状
況に配意しつつ、基本的な労働条件確保及び安全衛生対
策に係る監督指導を実施するほか、労災かくし事案につ
いては、司法処分も含め厳正に対処する。

○ 中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、パート
ナーシップパッケージに基づいて確実な取組を行うとと
もに、11月のしわ寄せ防止キャンペーン月間には、記者
発表、局HPへの記載等のほか、労使団体等の関係団体、
関係行政機関に対して周知についての協力依頼を行う。

○ 大学生・高校生等を対象とした労働法令セミナーを実施
するとともに「労働条件相談ほっとライン」、「確かめ
よう労働条件」等を周知する。

違反率違反件数監督件数上半期の監督実績

81.0％
17

（－）
21

（28）
自動車運転者

（適正化指導員個別指導）

81.8％4555外国人・実習生

67.6％194287安全衛生対策

件数内 容

616
「賃金引上げに
向けた取組」

交付

0

(427)

公正取引委員会
等への通報※2
（確認シート交付）

●上期の監督実績（特定分野） （9月末）

●パートナーシップパッ
ケージ※1関係 （9月末）

※1パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑政策パッケージ、※2公正取引員会・中小企業庁・国土交通省

（２）労働条件の確保・改善対策
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（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

第14次労働災害防止計画第13次労働災害防止計画

R9R8R7R6R5R4R3R2R元H30

944880
(1,366)

972
(1,442)

1,058
(1,515)

992
(1,478)

893
(1,346)

915
(1,377)

934
(1,351)死傷者数

38223
(310)

246
(341)

221
(1,219)

19
(52)

0
(12)

0
(0)

0
(0)

新型コロ
ナ数

38
(10)

7
(11)

16
(21)

13
(23)

8
(16)

6
(8)

13
(16)死亡

※上段：各年９月末の速報値
下段：年間確定値

災害防止計画期間中の労働災害による休業４日以上の死傷者数

自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
①

社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進

8つの重点対策

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の

推進
②

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進③

多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災

害防止対策の推進
④

個人事業者等に対する安全衛生対策の推進⑤

業種別の労働災害防止対策の推進⑥
陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業

労働者の健康確保対策の推進⑦
メンタルヘルス、過重労働、産業保健活動

化学物質等による健康障害防止対策の推進
⑧

化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線

3 職場環境改善に向けた取組

・第14次労働災害防止計画
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※ 死傷年千人率に使用している労働者数は、令和２年の国勢調査による従事労働者数を使用している。従事労働者数には事業主等が含まれている。
※2  令和２年の国勢調査において社会福祉施設の労働者数を公表していないため、医療・社会福祉の従事労働者数を使用している。災害件数も同様

に医療・社会福祉としている。 25

２ 安全で健康に働くことができる環境づくり

アウトカム指標アウトプット指標重点対策番号

転倒災害における死傷年千人率の増加に歯止
めをかける

転倒防止対策(ハード・ソフト両面)に取り組む事
業場の割合を50％以上とする

②

R4年：0.78 R5年：0.72 R6年：0.64R5年：53.7％ R6年：51.1％

転倒災害における平均休業日数を40日以下
とする

卸小売業、医療福祉業の非正規労働者への安全衛
生教育の実施率を80％以上とする

R4年：38日 R5年：39日 R6年：39日R5年：37.3％ R6年：43.7％

社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を
減少させる※2

ノーリフトケアを導入している介護事業場の割合
を増加させる

R4年：0.33 R5年：0.29 R6年：0.35R5年：53.8％ R6年：43.5％

60歳以上の死傷年千人率の増加に歯止めを
かける

エイジフレンドリーガイドラインに基づく取組を
実施する事業場の割合を50％以上とする③

R4年：2.69 R5年：2.71 R6年：2.73R5年：75.1％ R6年：83.8％

外国人労働者の死傷年千人率を全体平均以下
とする

母国語による外国人労働者向け労働災害防止の教
育を行っている事業場の割合を50％以上とする

④
R5年 全体：2.38 外国人：3.67
R6年 全体：2.26 外国人：2.67

R5年：60.9％ R6年：51.3％

Ｐ19~22

○第14次労働災害防止計画の進捗状況
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※ （R7年：〇人）は、9月末現在の速報値による。

アウトカム指標アウトプット指標重点対策番号

陸上貨物運送事業の労働災害を5％以上減少させ
130人以下とする

荷役作業ガイドラインに基づく措置を実施
する陸運事業者等の割合を45％以上とする

⑥

R4年:145人 R5年:144人 R6年:134人 (R7年:103人)R5年：69.3％ R6年：91.1％

建設業の死亡者数を15％以上減少させ5人以下と
する

墜落・転落防止リスクアセスメントに取り
組む建設事業場の割合を85％以上とする

R4年:６人 R5年:３人 R6年:5人 (R7年:0人)R5年：59.7％ R6年：82.5％

製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ
による死傷者数を5％以上減少させる

機械によるはさまれ・巻き込まれ防止対策に取り組
む製造業の事業場の割合を60％以上とする

R4年:45人 R5年:32人 R6年:33人 (R7年:27人)R5年：40.3％ R6年：77.7％

林業の死亡者数を15％以上減少させるチェーンソー伐木ガイドラインに基づく措置を
実施する林業事業場の割合を50％以上とする

R4年:３人 R5年:２人 R6年:2人 (R7年:0人)R5年：70.0％ R6年：92.9％

自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ス
トレスがあるとする労働者の割合を50％未満とする

労働者数50人未満の事業場におけるストレ
スチェック実施の割合を50％以上とする⑦
R5年：30.0％ R6年：29.5％

熱中症による死傷者数の増加率を第13次防の期間
と比較して減少させる

熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し
活用している事業場の割合を増加させる⑧

第13次防の期間：57人
第14次防の期間：56人（R5年:25人、R6年:12人、(R7年:19人))

R5年：41.0％ R６年：36.7％

Ｐ19~22
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Ｐ19~22

下期への対応

○ 第14次防の進捗状況（アウトプット指標）を把握するた
めの点検を引き続き実施する

○ 年末年始無災害運動を通じた冬季特有災害防止対策及び
冬季の転倒災害防止の推進のため、リーフレットを作成
し関係機関・団体に配布するとともに、協力を要請する

○ 年末年始無災害運動の一環として建設業局長パトロール
を実施する。実施に当たっては事前にプレスリリースを
行い、報道を要請し、年末年始無災害の機運醸成を図る。

上期における実施状況

○ 死亡災害の減少がみられず、また、本年2月に大船渡市
で林野火災が発生し再生に向けた伐木作業に関心が高い
林業について、行政機関災害防止団体による「岩手県内
における林業労働災害の防止に関する連携協定」に基づ
く林業現場安全パトロールを実施した。

○ 個人事業主等の安全衛生対策の推進等の措置を行う改正
労働安全衛生法の周知を図るとともに、災害防止団体と
協力して、安全パトロール等において災害防止指導を
行った。

○ 転倒災害及び腰痛対策として、SAFE協議会を開催し、
取組の推進を図った。

○ 労働災害における高年齢労働者が占める割合は依然とし
て高いことから、局幹部が出席する各種会合の場におい
て、エイジフレンドリー補助金を活用した労働災害防止
について要請した。

林業現場安全パトロールの様子

講評を行う白石局長（左）

○ 労働者の安全対策の推進
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上期における実施状況

○ 熱中症への対応に伴う改正労働安全衛
生規則（令和7年6月1日施行）及び
「STOP!熱中症クールワークキャン
ペーン」を展開した結果、気温が高い
状況とも相まって、テレビ、新聞の各
報道機関から取り上げられるなど、広
く周知を図った。

○ 協会けんぽと連名により、社会保険被
保険者に対し健康診断の事後措置の実
施について文書により周知を図った。

70
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29年 30年 １年 ２年 3年 4年 5年 6年 7年

年別発生状況

熱中症の発生状況

※オレンジ色は休業４日以上の死傷者数、青色は労災給付件数、29年以降は死亡者なし。
令和7年は9月末の速報値。

（人）
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○ 労働者の健康確保対策の推進

Ｐ19~22
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令和６年の月別発生状況（人）

下期への対応

○ 岩手県地域両立支援推進チームの活動を通じて引
き続き治療と仕事の両立支援ガイドラインの周知
を図るとともに、両立支援に係る好事例を収集す
る。

○ 14次防の推進を通じ、労働者数50人未満の小規模
事業場のストレスチェックについては、今後義務
化となることを踏まえ、実施率の向上を図る。

○ 中小企業・小規模事業場の産業保健を支援するた
め岩手産業保健総合支援センター及び地域産業保
健センターの積極的な活用を図る。
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（４）労災保険給付の迅速・適正な処理
● 過労死等事案等に係る迅速かつ適正な労災認定 上期における実施状況

○ 署における効率的な調査計画の策定及び管理者によ
る的確な進行管理の徹底並びに局からの具体的な指
示・助言のほか、過労死等事案などに係る労災請求が
増加した署に対して、局が支援を行うなど、局・署が
連携して組織的な業務処理体制を構築の上認定業務を
行った。

○ 長時間労働を訴える事案については、労災担当部署
と監督担当部署間で必要な情報の共有を図り、密接に
連携して対応した。

下期への対応

○ 精神障害事案は、パワハラ等の対人関係のトラブル
を訴える事案が増加しており、具体的な出来事等の事
実認定に係る調査が難航するケースが多いことから、
引き続き、署における効率的な調査計画の策定及び管
理者による進行管理の徹底並びに局からの指示・助言
のほか、労災請求が増加した署に対して局が支援に入
るなど、局と署が一体となった組織的な業務処理体制
の下、迅速かつ的確な認定業務を行う。

○ 過重労働を訴える事案については、労働時間を把握
するための客観的な資料がない場合もあり、長時間労
働の事実認定に係る調査が難航するケースもあること
から、引き続き、労災担当部署と監督担当部署間で必
要な情報共有を図り、密接に連携して対応する。

脳・心臓疾患
（※ 令和７年度は９月末現在、翌年度繰越は翌月繰越）
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・ハローワークの利用案内、イベント情報等を紹介。（IBCラジオ、9～12月計32回放送予定)
・35歳からの就職応援コーナーのＰＲテレビCM（民放4局、11月～12月 計60回放映予定）
・各マスコミへのイベント等の取材依頼（合同企業説明会・相談会、林業現場の安全パトロール等）
・県内民放アナウンサーに１日労働局長を委嘱し、最低賃金改正の広報を実施（ 10月～11月 ）

テレビ・ラジオ・新聞等の活用

・Ｘ（旧Twitter）
ハロートレーニング、ハローワーク盛岡、菜園庁舎

・LINE
ハローワークマザーズコーナーすべて（盛岡・宮古・一関・水沢・北上）、ハローワーク花巻、釜石、久慈
ハローワーク盛岡人材確保、活躍支援チーム盛岡（氷河期窓口）、

・Instagram
岩手労働局職業安定部、ハローワーク北上

ＳＮＳの活用

・大船渡署において、大規模火災の復旧・復興工事に焦点をあてたパンフレットを作成して周知する
など、各署が各自で地域特有の産業やその時季ならではの配慮すべき事項など、安全衛生上の取組み
をピンポイントで詳しくホームページ等で周知している。

・ホームページでイベント等の各所からのお知らせを職業安定課で取りまとめ、一覧表の形ので掲示
していた形から、各所ごとのページで閲覧できる形にしたことで、各所ごとのページを閲覧してもら
えるようになった。

各監督署・安定所独自の取組

４ 広報の取組みについて

○岩手労働局では、施策の発信力を強化するため、広報について様々な取組を行っています

30

・岩手県最低賃金について、県内全市町村へ広報誌掲載を依頼。

・労働局と岩手県が所掌する助成金制度をまとめた判りやすいリーフレットによる周知広報。
・フォトレポートにより、最新の活動情報を発信している。
・新聞等の媒体で記事が取り上げられた回数560回【1,100回】50.9%達成

※その他

ユースエール
認定式

労働局長安
全パトロール

県知事、盛岡
市長と雇用確
保要請

インターン学生
と事業所訪問

フォトレポートの掲載例


